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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周囲に配置する地下構造物と連結を行うためのシールドトンネルであって、
　前記シールドトンネルを構成するセグメントの中に開放用セグメントを前記地下構造物
に接するように配置し、
　地下構造物側から開放用セグメントを撤去し得るように前記開放用セグメントは、その
シールドトンネルの周方向に形成する両側部の継手面を、前記シールドトンネルの内側か
ら前記シールドトンネルの半径方向より外側へ向けて拡幅したことを特徴とする、
　シールドトンネル。
【請求項２】
　請求項１に記載するシールドトンネルにおいて、
　前記開放用セグメントを含む円弧状のシールドトンネルの内壁に対して、弦を形成する
支持体を設けたことを特徴とする、
　シールドトンネル。
【請求項３】
　請求項１に記載するシールドトンネルを用いて、前記シールドトンネルに近接する地下
構造物と前記シールドトンネルとを連結するシールドトンネルの接続工法において、
　前記開放用セグメントが前記地下構造物の構築予定位置に接するように前記シールドト
ンネルを構築し、
　前記地下構造物側から前記開放用セグメントを撤去して、前記シールドトンネルと前記
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地下構造物との内空を連続させて接続したことを特徴とする、
　シールドトンネルの接続工法。
【請求項４】
　請求項２に記載するシールドトンネルを用いて、前記シールドトンネルに近接する地下
構造物と前記シールドトンネルとを連結するシールドトンネルの接続工法において、
　前記開放用セグメントが前記地下構造物の構築予定位置に接するように前記シールドト
ンネルを構築すると共に、前記シールドトンネル内に前記支持体を構築し、
　前記地下構造物側から前記開放用セグメントを撤去して、前記シールドトンネルと前記
地下構造物との内空を連続させて接続したことを特徴とする、
　シールドトンネルの接続工法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、シールドトンネルおよびシールドトンネルの接続工法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、地下鉄に駅舎ａを構築する場合、たとえば２本のシールドトンネルＴ、Ｔを並設さ
せた後、トンネルＴ内部を支保工ｂで補強し、周辺地盤を地盤改良して、地上から２本の
トンネルＴ、Ｔ間に向けて掘削を行い、当該掘削空間に駅舎（地下構造物）ａを構築しつ
つ、シールドトンネルＴの不要なセグメントを撤去して接続を行っていた（図５）。
また、その他の方法として、２本の並設するトンネルＴ、Ｔの上下部に山留め鋼板を掛け
渡し、周囲の地盤に薬液を注入して接続部の掘削やセグメントの撤去を行い、駅舎ａを構
築する方法もある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００２－１１５４８５号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前記した従来のシールドトンネルおよびシールドトンネルの接続工法にあっては、次のよ
うな問題点がある。
＜イ＞一旦、リング状に連結したセグメントは、セグメント相互間を連結するボルトを切
断しただけでは、シールドトンネルから簡単に取り外すことができず、セグメントの一部
を切断して、当該切断部を利用してセグメントを取り外す必要があった。そのため、セグ
メントの撤去には、多くの時間や手間が必要となり、不経済であった。
＜ロ＞撤去するセグメントにあっても、他の永久構造のセグメントと同じ高価な材料を使
用するため不経済である。
＜ハ＞トンネルを既に供用している場合、トンネル内に支保工が組めないため、不要なセ
グメントを撤去するにあたり、トンネル構造の安全が確保できない。
【０００５】
【発明の目的】
本発明は上記したような従来の問題を解決するためになされたもので、シールドトンネル
と地下構造物とを接続するにあたり、セグメントを短時間かつ簡単に取り外して、両者を
接続することができるシールドトンネルおよびシールドトンネルの接続工法を提供するこ
とを目的とする。
また、地下構造物との接続にあたり、撤去部分のセグメントを低コストで製造し、コスト
パフォーマンスの良いシールドトンネルおよびシールドトンネルの接続工法を提供するこ
とを目的とする。
また、トンネルを供用している場合でも、その供用に影響を与えることなく、地下構造物
を構築して接続を行うことのできる、シールドトンネルおよびシールドトンネルの接続工
法を提供することを目的とする。
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本発明は、これらの目的の少なくとも一つを達成するものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記のような目的を達成するために、本発明のシールドトンネルは、周囲に配置する地
下構造物と連結を行うためのシールドトンネルであって、前記シールドトンネルを構成す
るセグメントの中に開放用セグメントを前記地下構造物に接するように配置し、地下構造
物側から開放用セグメントを撤去し得るように前記開放用セグメントは、そのシールドト
ンネルの周方向に形成する両側部の継手面を、前記シールドトンネルの内側から前記シー
ルドトンネルの半径方向より外側へ向けて拡幅したことを特徴とするものである。
　ここで、地下構造物とは、シールドトンネルに沿って構築される構築物のことであって
、たとえば一定区間毎に構築される、駅舎や駅施設などをいう。
　地下構造物は、必ずしも完成状態である必要はなく、建設中のものも含む。
【０００７】
また、本発明のシールドトンネルは、前記したシールドトンネルにおいて、前記開放用セ
グメントを含む円弧状のシールドトンネルの内壁に対して、弦を形成する支持体を設けた
ことを特徴とするものである。
ここで、弦とは、円上の２点を結ぶ線分のことであり、本発明においては略断面円状を呈
するトンネル壁体上の二点間を結んで構築する支持体のことをいう。
支持体には、たとえば壁や柱が採用できる。
【０００８】
また、本発明のシールドトンネルの接続工法は、前記したシールドトンネルを用いて、前
記シールドトンネルに近接する地下構造物と前記シールドトンネルとを連結するシールド
トンネルの接続工法であって、前記開放用セグメントが前記地下構造物の構築予定位置に
接するように前記シールドトンネルを構築し、前記地下構造物側から前記開放用セグメン
トを撤去して、前記シールドトンネルと前記地下構造物との内空を連続させて接続したこ
とを特徴とするものである。
【０００９】
また、本発明のシールドトンネルの接続工法は、前記したシールドトンネルを用いて、前
記シールドトンネルに近接する地下構造物と前記シールドトンネルとを連結するシールド
トンネルの接続工法であって、前記開放用セグメントが前記地下構造物の構築予定位置に
接するように前記シールドトンネルを構築すると共に、前記シールドトンネル内に前記支
持体を構築し、前記地下構造物側から前記開放用セグメントを撤去して、前記シールドト
ンネルと前記地下構造物との内空を連続させて接続したことを特徴とするものである。
【００１０】
【発明の実施の形態１】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態１について説明する。
本例においては、並設する断面円形の２本のシールドトンネル（Ｔ１、Ｔ２）間に地下構
造物Ｓを構築して、両者Ｔ１、Ｔ２、Ｓの接続を行う実施形態である。
【００１１】
＜イ＞シールドトンネルの構築
シールド掘削機を図外の立坑から発進し、シールドトンネル右部Ｔ１およびシールドトン
ネル左部Ｔ２を並設して構築する。
シールドトンネルＴ１、Ｔ２（以下、トンネルと呼ぶ。）を構築するシールド掘削機には
、地山を掘削するカッタや、フード部、ガーター部、および推進ジャッキ等を備える、公
知の掘削機が使用できる。
【００１２】
＜ロ＞トンネル躯体の構築（一般部）
トンネルＴ１、Ｔ２は、断面円弧状のセグメント１０をボルト等で円方向に接合してリン
グ体を構築し、このリング体をトンネルＴ１、Ｔ２の軸方向に接合して構成する。
一つのリング体の中には、複数の通常のセグメント１０と、一つのキーセグメント１３を
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含んでいる。
通常のセグメント１０の形状は、トンネルＴ１、Ｔ２周方向に形成する継手面がトンネル
Ｔ１、Ｔ２の中心に向けて形成されており、トンネルＴ１、Ｔ２の軸方向に沿って同一長
さに形成されている。また、トンネルＴ１、Ｔ２周方向に形成する継手面を断面凹凸状に
形成し、これらを相互に噛み合わせて、トンネルＴ１、Ｔ２の内部に食い込まないような
構成にしている。
【００１３】
＜ハ＞トンネル躯体の構築（地下構造物とシールドトンネルとの接続部）
本発明では、図１に示すようにトンネルＴ１、Ｔ２と地下構造物Ｓとが接すると予想され
るトンネルＴ１、Ｔ２の円弧部分に、通常のセグメント１０に加えて開放用セグメント１
１を配置する。すなわち、地上からトンネルＴ１、Ｔ２間に向けて鉛直下向きに掘削した
掘削孔内に、開放用セグメント１１が現れるように配置する。
開放用セグメント１１の形状は、トンネルＴ１、Ｔ２の周方向に形成する両側部の継手面
１２、１２を、トンネルＴ１、Ｔ２の内側から外側に向けて拡幅して形成する。このため
、開放用セグメント１１は、トンネルＴ１、Ｔ２の内部に食い込むことはなく、また外力
を受けることによってより両側部のセグメント１０、１０に密着し、ひいては止水効果も
期待することができる。
また、通常のセグメント１０の継手面に設けるような凹凸部は、開放用セグメント１１に
は必ずしも必要でない。
この開放用セグメント１１は、地下構造物Ｓとの接続の際に撤去されるため、地下構造物
Ｓとの接続までの期間においてトンネルの構造を保持できるものであれば、材質等は特に
限定されない。
なお、開放用セグメント１１のトンネル軸方向の長さは、通常のセグメント１０と同一長
さに形成する。
【００１４】
本形態では、開放用セグメント１１をトンネルの軸方向に向けて一本のみ配置する形態で
あるが、地下構造物ＳとトンネルＴ１、Ｔ２とのトンネル軸方向の接続長さが長い場合、
トンネルＴ１、Ｔ２の軸方向に、開放用セグメント１１を複数本連続させて配置してもよ
い。
通常、トンネルを構築していく場合、セグメントの周方向の継手面は、トンネル軸方向に
向けて、トンネル周方向に位置をずらしながら接続してゆくが、開放用セグメント１１を
複数配置する場合には、地下構造物Ｓとの接触面１４に現れる範囲でその位置をずらして
位置させる（図２）。
こうして、通常のセグメント１０、開放用セグメント１１およびキーセグメント１３を組
み合わせてリング体を構築する。
【００１５】
＜ニ＞シールドトンネルと地下構造物との接続
トンネルＴ１、Ｔ２を構築した後、地上から２本のトンネルＴ１、Ｔ２の間に向けて掘削
を行い、当該空間に地下構造物Ｓを築造するための掘削空間を構築する。
掘削空間の大きさは、２本のトンネルＴ１、Ｔ２の側壁にぶつかるような大きさ、若しく
は少なくともトンネルＴ１、Ｔ２の外壁に外接する大きさとする。このとき、地上から鉛
直下向きに掘削した掘削空間が、トンネルＴ１、Ｔ２の壁にぶつかる場合、掘削孔はトン
ネルＴ１、Ｔ２の周面に沿って掘削を行う。
【００１６】
この掘削された空間内には、開放用セグメント１１が現れる。
開放用セグメント１１と他のセグメントとを連結しているボルトを切断して、開放用セグ
メント１１を地下構造物Ｓ側に引っ張り出す。開放用セグメント１１の継手面１２には凹
凸部が形成されていないので、簡単に撤去することができる。また、開放用セグメント１
１は、トンネルＴ１、Ｔ２周方向に形成する接合面１２、１２を外側に向けて拡幅してい
るため、従来のセグメントのように、隣り合うセグメントとの間で強い接合力を要しない
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分、ボルトを切断するだけで、簡単かつ単時間で取り外すことができる。
開放用セグメント１１を撤去すると、トンネルＴ１、Ｔ２の内空と掘削空間とが連続する
。掘削空間には掘削と同時、または掘削後に地下構造物Ｓの構築を行う。
【００１７】
＜ホ＞シールドトンネル内空の地下構造物への開放部の拡大
開放用セグメント１１を撤去した後、当該部分の周囲のセグメントを撤去してゆき、両空
間の接続面を所要の大きさまで広げる。
そして、地下構造物ＳとトンネルＴ１、Ｔ２との接合部の末端処理を行う。
この作業に際して、トンネルＴ１、Ｔ２の構造耐力の低下により、トンネルＴ１、Ｔ２の
崩壊が懸念される場合には、必要に応じてトンネルＴ１、Ｔ２の内部、若しくは地下構造
物Ｓ側からトンネルＴ１、Ｔ２の補強を行う。
【００１８】
また、開放用セグメント１１を除く撤去範囲に相当するセグメントを、あらかじめその範
囲に沿って分断可能なように、たとえばインサート式ボルトとボルトボックスを用いて連
結しておき、容易に分断できるように構成しておけば、両者の接続作業はより簡単かつ短
時間で行うことができる。かかる方法で、撤去されたセグメントは、特に火などを用いた
切断加工等がなされていないから、質の良いスクラップとして再利用することができる。
【００１９】
その後、掘削空間内に、駅舎部の床スラブ、躯体、スラブおよび中柱などで形成される長
方形の駅舎部を構築する。
なお、本形態のシールドトンネルＴ１、Ｔ２を正面から見た断面形状は、円形のものに限
らず、矩形または馬蹄形のトンネルにも採用することができる。その場合も同様にして、
トンネル躯体中の地下構造物Ｓとの接触部分に、開放用セグメント１１を配置せしめてと
り行う。
【００２０】
【発明の実施の形態２】
以降に他の実施の形態について説明するが、その説明に際し、前記した実施の形態１と同
一の部位は、同一の符号を付してその詳しい説明を省略し、また並設する２本のトンネル
Ｔ１、Ｔ２のうち、左側に配するトンネルＴ１を用いて説明を行う。
【００２１】
本実施の形態では、図３に示すように、開放用セグメント１１を含む円弧状のシールドト
ンネルＴの内壁に対して、弦を形成する支持体２０を設ける。
支持体２０は、シールドトンネルＴと地下構造物Ｓとの接続後または施工中、またはその
両方の構造の安定性を確保するもので、支持体２０には、たとえば壁体や柱体などが採用
でき、本形態では壁体を構築する。
支持体２０のトンネルＴ軸方向の長さは、たとえば地下構造物ＳとシールドトンネルＴと
が接触する範囲に亘り構築し、またトンネルＴ内における支持体２０の配置位置は、建築
限界を侵さない位置とする。
壁体をトンネルＴの軸方向に連続して設け、所謂隔壁として構築した場合、シールドトン
ネルＴの内空は、広い空間部と地下構造物Ｓ側に形成される狭い空間部とに分離される。
そのため、シールドトンネルＴの広い空間部を供用している場合でも、狭い空間部に相当
するシールドトンネルＴと地下構造物Ｓとの接続工事は行うことができる。
地中に建造物を構築する場合には、用地問題や施工手順としてトンネルＴを先行して構築
せざるを得ない状況が多々あり、このような場合には本形態は、特に有用な工法となる。
さらに、シールドトンネルＴと地下構造物Ｓとの連結が完了した後、この壁体に一定の間
隔をおいて壁体の表裏を貫通する空間を設けることにより、残った部分を柱として接続施
工後も使用することができる。
支持体２０の材質は、シールドトンネルＴを構成するセグメントと同様である必要はなく
、別部材で構成しても良い。
【００２２】
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分のセグメント１４を材質の低い構造としたり、また図４に示すようにこの範囲１４を薄
厚に形成しても良い。かかる構成にすることによって、シールドトンネルＴの製作コスト
は廉価となり、ひいては全体の施工費用をより安く抑えることができる。
【００２３】
また、シールドトンネルＴに対して簡単に支持体２０を設置できるように、たとえば、ト
ンネルＴの内壁面の上下に突出部２１、２１を対峙させて設けた後（図３）、その間に支
持体２０（撤去部２２）を嵌め込んで構成する形態としても良い。
また、本発明は断面Ｄ型を呈するシールドトンネルを構築するのに、ローリングをはじめ
シールドの姿勢制御に影響を与えるものではなく、通常通りの構築方法で良い、経済的な
構築方法である。
【００２４】
【発明の効果】
本発明のシールドトンネルおよびシールドトンネルの接続工法は、以上説明したようにな
るから次のような効果を得ることができる。
＜イ＞本発明のシールドトンネルは、シールドトンネルを構成するセグメントの中に、シ
ールドトンネルの周方向に形成する両側部の継手面が、シールドトンネルの内側から外側
に向けて拡幅する開放用セグメントを配置しているため、簡単かつ短時間でセグメントの
撤去が行え、ひいては両構造体の接続を行うことができるものである。
＜ロ＞また、開放用セグメントを含む円弧状のシールドトンネルの内壁に対して、弦を形
成する支持体を設けた場合、シールドトンネルの構造は安定するため、撤去部分のセグメ
ントの材質を落としたり、また当該部分のセグメントを薄厚に形成するなどして、シール
ドトンネルの製造費用を抑えることができるから、経済的である。
＜ハ＞また、トンネルを供用しながら、地下構造物との接続工事が行えるため、経済的で
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のシールドトンネルの実施の形態１の斜視図。
【図２】図１のII－II断面図。
【図３】シールドトンネルの実施の形態２の部分断面図。
【図４】撤去部分のセグメントを薄厚型にしたシールドトンネルの断面図。
【図５】従来の地下構造物とシールドトンネルとの接続工法を現す説明図。
【符号の説明】
１０・・通常のセグメント
１１・・開放用セグメント
１２・・継手面
１３・・キーセグメント
２０・・支持体
２１・・突出部
２２・・撤去部
Ｓ・・・地下構造物
Ｔ・・・シールドトンネル



(7) JP 4074210 B2 2008.4.9

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(8) JP 4074210 B2 2008.4.9

【図５】



(9) JP 4074210 B2 2008.4.9

10

フロントページの続き

(72)発明者  西田泰夫
            東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号　大成建設株式会社内
(72)発明者  湯口正樹
            東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号　大成建設株式会社内

    審査官  田畑　覚士

(56)参考文献  特開２０００－３１４２９６（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－３３７０８０（ＪＰ，Ａ）
              特開平０３－２９３４９７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０２－２１３５９８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              E21D   9/06
              E21D  11/04
              E21D  13/04


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

